
○岡山市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則 

平成１２年７月２５日 

市教育委員会規則第２３号 

改正 平成２３年５月２４日市教育委員会規則第１２号 

平成２７年３月２４日市教育委員会規則第７号 

平成３０年２月２８日市教育委員会規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２５

条第１項の規定に基づき，岡山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の権限に

属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委任） 

第２条 教育委員会は，岡山市教育委員会事務処理権限規則（平成２３年市教育委員会規

則第１１号）に定めるものを除き，その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

（委任事務の報告） 

第３条 教育長は，前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会

に報告しなければならない。 

２ 前項の報告は，次回の教育委員会定例会若しくは臨時会において行わなければならな

い。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年市教育委員会規則第１２号） 

この規則は，平成２３年６月１日から施行する。 

附 則（平成２７年市教育委員会規則第７号） 

１ この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第

７６号）附則第２条第２項の場合においては，改正前の岡山市教育委員会の権限に属す

る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則の規定は，なおその効力を有する。 

附 則（平成３０年市教育委員会規則第１０号） 



この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

 


